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地域支援事業の機能化を目指して地域支援事業の機能化を目指して

一般・特定高齢者融合型事業を中心に

・・・和光市の取り組み・・・

長寿あんしん課 東内京一

介護保険は地方分権の試金石

自治体の政策形成能力＝分権型独自施策

介護保険法は本流が定まるもの自治体ニーズを充足
するサイドメニューは必須

市町村特別給付・保健福祉事業・地域支援事業の本質
を理解

介護保険サービス（特に地域支援事業は）は地産地消
が理想

官民協働の追求（市民参加・民間ノウハウ・行政施策）

計画策定・例規制定・財源確保・人材育成

福祉・保健事業のスクラップアンドビルトを本気で

総合的政策評価の必要性（介護予防事業等の評価含
む）
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地方分権の介護保険地方分権の介護保険
保険者の政策能力がポイント保険者の政策能力がポイント
・・・１４年度に和光市が提唱した政策基本方針・・・１４年度に和光市が提唱した政策基本方針・・・・・・

介護予防前置主義（元気高齢者の多い街）※

介護保険（居宅介護の限界点の追求）

地域視点（地域特色勘案・ネットワーク構築）※

権利擁護（身上監護を基本に）

介護予防はシンプルな考えで介護予防はシンプルな考えで

的確な対象者をエントリー

的確なマネジメントの遂行

的確なサービスの供給・・・※

保険者機能の被保険者が対象であること
を強く認識することが必要
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１８年度の地域支援事業の課題１８年度の地域支援事業の課題

低位な特定高齢者の把握状況

特定高齢者が予防事業に繋がらない現状

被保険者に対する介護予防の理解と合意形成
能力を持った地域支援事業担当スタッフの育成
が急務（委託事業者等のスタッフも含む）

多額な委託料に対して参加者２・３名の介護予
防通所事業もあり 変更契約等に揺れる市町村

特定高齢者把握と介護予防事業の現状

和光市ハイリス和光市ハイリスク高齢者高齢者の考え方の考え方

国基準の特定高齢者（基本チェックリスト・各ルート）

独自基準特定高齢者（スクリーニング累積相対度数

５０％以下）

ハイリスク一般高齢者（スクリーニング累積相対度数
70％以下）

一般高齢者（健常高齢者・広報型募集）

上記の融合型事業がポイント・・・※
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一般・特定高齢者の融合型事業一般・特定高齢者の融合型事業

事業の融和・活性が図れる

安定的な参加者数確保（委託事業の適正

化）

特定高齢者等を一般高齢者が予防
事業に継続的に誘導

一般高齢者が介護予防サポーターに
進化する

地域ネットワーク構築の基礎となる

メリット

一般・特定高齢者の融合型事業一般・特定高齢者の融合型事業
取組みの課題

特定高齢者の個別プログラムと一般高齢者
プログラムのタイムスケジュールの調整

事業参加者の性格や愛称等を考慮したチー
ム編成の調整

融合型事業投入費の調整（地域支援事業対
象経費や独自事業経費分等）

民間事業者と関係スタッフの育成

目標指向型の特定高齢者等に対する一般高
齢者の理解













10

サポーターズバンクの運営サポーターズバンクの運営
サポーターズ事務局の役割

各機関からサポーター活用の相談の受付
受付可能な相談をコーディネーターに依頼
各機関とコーディネーターとの連絡調整
リーダー会議の開催主催（月１回）
勉強会の開催主催（不定期）
全体会議の開催主催（半年に１回）

コーディネーターの役割
事務局からの相談に対し、条件の合う人と交渉しサポートが可能か調整する
各グループの状況報告を事務局にする

リーダーの役割
グループ連絡会を月１回程度開催
状況報告をリーダー会議で行う
個人のスケジュール管理をする
グループ内の相談役としての役割

和光市の介護予防事業の展開整理和光市の介護予防事業の展開整理

介護予防事業はエビデンスをとかく要求されるが、科学
的根拠のあるプログラムに対しては確かに重要である
が・・・・

介護予防事業を政策的に実施すときは、「始まりの根拠」
つまり運動器向上や口腔機能向上等がこの地域に「必
要か？必要ならば何人に必要か？」などスクリーニング
とおして、生活機能向上につながる本当のサービスメ
ニューとその量を分析することが大事

そして介護予防の必要量と供給量の明確化がポイント

地域密着型サービスと地域支援事業の融合も非常に重
要である、人員体制を補充し地域介護予防拠点として委
託を図る（和光市は老人保健健康増進事業補助による
モデル事業電子介護予防手帳を含んで実践中）

医療保険制度等保健・医療と介護・福祉・地域の連携と
して国保ヘルスアップ事業・特定健診・保健指導計画や
健康日本21計画等との総合政策化がキーポイント



平成１８年度 和光市介護予防事業パンフレット 

 

和光市介護予防事業を行っています！ 
 

廃用症候群ってなに？ 
  

 

 

『廃用症候群』－ 聞き慣れない言葉かもしれません。使っていない機能は衰えます。

歩かずにいると足の筋肉が衰えるように、高齢になって、日常生活の活動量が少なくなる

と、全身の機能が衰えてきます。また、体だけが衰えるのではなく、記憶や判断といった

能力も使わなければ低下します。 

廃用症候群とは、生活が不活性化することにより生活全般（社会生活、地域での活動、

家庭生活、身体の動きやすさなど）の能力が衰えて、更に生活が不活性化してしまう悪循

環な状態をいいます。 

 

介護予防ってなに？ 
 

 

 

人それぞれに日常の生活に希望があると思います。例えば、たまには都内のデパートで

買物をしたいとか、遠く離れた家族に会いに行きたいとか・・・・。しかし年齢を重ね、

長年の習慣や、病気、おっくうさなどから少しづつ生活が縮小し、いつの間にか希望をあ

きらめて、できないことが増えてしまっているのです。 

 お一人お一人の使わないことによって衰えてきた機能に着目し、そこを強化することに

よって、あきらめていたことに再び取り組めるようお手伝いすることを介護予防事業では

目的としています。 

介護予防は高齢者の一人一人が活き活きとした生活を続けるための事業です。 

和光市では介護予防のため、次の事業（プログラム）を行っています。 

対象となる方は、高齢者の方がどなたでも参加できるものや、特定高齢者(介護予防スク

リーニングを実施し介護予防プログラムが必要と判断された方)の方たちです。 

 

 

栄養改善プログラム 
 

○食の自立支援事業 

管理栄養士が低栄養や疾病を予防するため相談をしています。 
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「年をとったら肉や脂はあまり食べなくてもいい」、「食欲がないならあっさりしたものが

いい」と考えがちですが、そのことによって栄養状態が悪くなったり、バランスを崩した



りして、身体に力が入らなくなって、病気になったり、介護が必要になったりすることが

あることがわかってきました。元気な生活は楽しい豊かな食生活から。気軽に管理栄養士

にご相談ください。喫茶サロンにも栄養士がおります。気軽に食事のことなどご相談くだ

さい。 

☆ 喫茶サロン 本町小学校ふれあいプラザ 第 1 木曜日 第 3火曜日  

午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

☆管理栄養士が自宅を訪問等してご相談にのります。 

和光市役所 長寿あんしん課 048-464-1111 内線 2150 

 

 

運動器の機能向上プログラム 
 

○ ふれっしゅらいふプログラム（高齢者筋力向上トレーニング事業） 

運動をすることによって、衰えてきた運動機能を取り戻し、生活しやすくなること目的

としてこの事業は行われています。具体的には機械を使った筋力向上のためのトレーニン

グを週に 2 回、１時間３０分の運動を約 3 ヶ月間行います。 

介護予防スクリーニングなどにより、該当する方に個別に連絡しています。 

坂下公民館  平成 18 年 7 月～10 月実施 ※総合福祉会館 

本町小学校  平成 18 年 11 月～2 月実施  高齢者福祉センター実施あり 

○ ヘルシーフットプログラム 

高齢になると転倒が気になります。転倒はからだのバランスが崩れることによっても起

こります。この事業では足を中心に体のバランスを取るための体操や、フットケア（自分

で行う足マッサージや巻き爪にならない爪の切り方）といったことを行います。週に１回

のプログラムで、約３ヶ月間行います。 

介護予防スクリーニングなどにより、該当する方に個別に連絡しています。 

本町小学校  平成 18 年 7 月～10 月実施 

坂下公民館  平成 18 年 11 月～2 月実施 

 

○ 足裏健康体操 

転倒を予防したり、元気に歩くためにも足裏力はとても大切です。足裏健康測定と簡単な

体操でバランス力をアップします。どなたでも参加可能です。 

年 6 回 各会場で 

○フットケアセミナー 

自宅でもできる簡単な足の手入れの方法について学びます。 

年 6 回 各会場で 
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○３Ｂ体操 

ふれっしゅらいふプログラムを卒業された方や、運動に興味がある方が行っています。 

本町小ふれあいプラザ 毎週火曜日午前10時（詳しくは長寿あんしん課まで問い合わせください） 

 

閉じこもり予防事業 
 

○ うぇるかむ事業 

出かけるのがおっくうになったり、近くに知り合いがなく、ついつい家に閉じこもりが

ちになったりすることがあります。また、遠くまで歩けないので行くところがないという

人もいると思います。この事業はそういった方に身近な場所で参加していただくものです。 

第四小学校ふれあいプラザ・・・第 2、第 4水曜日 午後１時 30 分～3時 30 分 

本町小学校ふれあいプラザ・・・第 2、第 4 火曜日 午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

地域密着型小規模多機能施設 和光ホーム  月 2 回  048-451-6411 

地域密着型小規模多機能施設 わこうの丘  月 2 回  048-451-0157 

○ ヘルス喫茶サロン 

地域の中で気軽に健康チェックを行い、健康の自己管理のお手伝いをする場所として始

めました。ここでは美味しいお茶を入れていただく方など、地域にお住まいの方とともに

運営していきます。 

時間内は出入り自由です。お茶を飲みながらゆっくりとお話をしに来てみませんか。 

本町小学校ふれあいプラザ    第 1 木曜日、第 3 火曜日  

第四小学校ふれあいプラザ    午後１時 30 分～3時 30 分 

 

 

参加するにはどうしたらいいの？ 
 

これらの事業は平成１８年度事業として、長寿あんしん課で行っています。それぞれの事業ごとに対

象となる方(一般高齢者の方、または特定高齢者)や参加要件や定員が決まっています。長寿あんしん課

や地域包括支援センターまでお問い合わせください。 

≪ 問合せ先 ≫ 

和光市役所 長寿あんしん課  和光市広沢１－５   ４６４－１１１１㈹ 

和光南地域包括支援センター  南１－23－1     ４５０－２５００ 

和光中央地域包括支援センター 下新倉５－１９－７ ４５０－３３４４ 

和光北中央包括支援センター  本町２５－３    ４６４－１７５４ 
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平成１８年ふれっしゅらいふプログラム（本町小学校）日程表 

 

1 26 日 （木） 

2 
１０月 

30 日 （月） 

3 2 日 （木） 

4 6 日 （月） 

5 9 日 （木） 

6 13 日 （月） 

7 16 日 （木） 

8 20 日 （月） 

9 27 日 （月） 

10 

１１月 

30 日 （木） 

11 4 日 （月） 

12 7 日 （木） 

13 11 日 （月） 

14 14 日 （木） 

15 18 日 （月） 

16 21 日 （木） 

17 

１２月 

25 日 （月） 

18 11 日 （木） 

19 15 日 （月） 

20 18 日 （木） 

21 22 日 （月） 

22 25 日 （木） 

23 

１月 

29 日 （月） 

24 1 日 （木） 

25 5 日 （月） 

26 8 日 （木） 

27 15 日 （木） 

28 

２月 

19 日 （月） 

※ 午前１０時～１１時３０分開催 



和光市介護保険地域支援事業 

 

 
立つ・歩くといった基本の動作は介護予防を考える上でとても重要です。しかしどん

なに脚力があっても足にタコやウオノメ、巻き爪、爪の肥厚等のトラブルがある場合、

歩くバランスを崩し、苦痛のため運動機会が減ってその脚力が低下してしまいます。

日常のお手入れでそのようなトラブルは解消します。足をいたわるフットケアを学び

是非すてきなシニアライフはいかがですか？  
 
内容 ①フスフレーガー（足の専門家）による足の簡単な触診 

②足のトラブルの対処法講座・日常のお手入れの方法 

③正しい靴の選び方講座 

 

日時  １月１８日（木曜日） 

時間  午後１時３０分～３時 

場所  本町小学校 福祉交流室 

定員  ２０名（１０名が申し込み枠です） 

 
申し込みは  長寿あんしん課 

地域支援事業担当へ ０４８－４６４－１１１１（代）内線２１５０ 
 
＜地域支援事業とは＞ 
「誰もが住み慣れた地域でいきいきと老後をすごしたい」という願いを目標に、介護予防（介

護状態にならないようにする）を重点的に行なうことができるようになりました。地域支援

事業とはそのひとつで、元気な高齢者の方やこの頃少し体力・気力の衰えが気になる方を対

象に行う事業です。介護予防の知識や技術を学ぶ講座を開催したり、ご相談にのったりいた

します。「もう歳だから」とあきらめないで、皆さんの元気な生活を応援します。 








